
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 
 
１ 事業所の概要                 令和７年９月３０日現在 
（フリガナ） イリョウホウジンシャダンアイユウカイ 

（アゲオチュウオウソウゴウビョウイン） 
運営主体の法人名 
（事業者名） 

医療法人社団愛友会 
（上尾中央総合病院） 

運営主体の所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目１０番１０号 
運営主体の開設年月 １９６４年１２月 
運営主体の代表者氏名 理事長 中村 康彦 
代表電話番号 ０４８－７７３－１１１１ 
FAX ０４８－７７３－７１２２ 
（フリガナ） アゲオシアゲオニシチイキホウカツシエンセンター 

カイゴヨボウシエンジギョウショ 

事業所名 上尾市上尾西地域包括支援センター 
介護予防支援事業所 

管理者の役職・氏名 主任介護支援専門員 矢野 修平 
事業所の所在地 埼玉県上尾市柏座一丁目１０番３号１５－１０１ 
介護保険指定番号 １１０１６０００２９号 
通常の事業の実施地域 柏座 春日 富士見 谷津 
事業所の営業日 月曜日から土曜日まで 

（国民の休日、１２月２９日から１月３日までを

除く） 
事業所の営業時間 午前８時３０分から午後５時３０分まで 

 
２ 事業所の職員体制等 

 勤務形態・人数 専任・兼任別 
管理者及び主任介護支

援専門員 
常勤  １人 兼任 

保健師又は看護師 常勤  １人 兼任 
社会福祉士 常勤  １人 兼任 
主任介護支援専門員 非常勤 １人 兼任 

 
  



３ 利用料 
介護予防支援 介護予防サービス計画作成に係わる費用（月額 4,605円・

初回加算１回 3,126円・委託連携加算１回 3,126円）は、

介護保険から全額給付されますので、自己負担はありませ

ん。但し、介護サービス計画を受けることについて、予め

市に届け出ていない場合や、介護保険料の滞納等の理由で

介護保険の給付が行われなかった場合、利用料として上記

金額が自己負担となる場合があります。 

原則的な介護予

防ケアマネジメ

ント（介護予防ケ

アマネジメント

Ⅰ） 

ケアマネジメント作成に係わる費用（月額 4,605円・初回

加算１回 3,126円・委託連携加算１回 3,126円）は、地域

支援事業から全額支払われますので、自己負担はありませ

ん。但し、ケアプランを受けることについて、予め市に届

け出ていない場合は、利用料として上記金額が自己負担と

なる場合があります。 

簡略化した介護

予防ケアマネジ

メント（介護予防

ケアマネジメン

トⅡ） 

ケアマネジメント作成に係わる費用（月額 3,563円・初回

加算１回 3,126円）は、地域支援事業から全額支払われま

すので、自己負担はありません。但し、ケアプランを受け

ることについて、予め市に届け出ていない場合は、利用料

として上記金額が自己負担となる場合があります。 

初回のみの介護

予防ケアマネジ

メント（介護予防

ケアマネジメン

トⅢ） 

ケアマネジメント作成に係わる費用（月額 4,605円）は、

地域支援事業から全額支払われますので、自己負担はあり

ません。但し、ケアプランを受けることについて、予め市

に届け出ていない場合は、利用料として上記金額が自己負

担となる場合があります。 

その他の費用 利用者又はその家族の要請により、サービス提供地域以外

で介護予防支援等を提供する場合、サービス地域を超えた

区間からの交通費の実費を受領いたします。 

解約料 サービス提供のキャンセル又は契約の解約の場合にも、キ

ャンセル料等はありません。 

 
※高齢者虐待防止措置未実施、業務継続計画未策定の場合、上記の費用に対し 
１％の減算 

 
 
 



 
４ 事故発生時の対応 
 利用者に対する介護予防支援等の提供により事故が発生した場合には、速やかに市

町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しま

す。 
 
５ サービス提供に関する相談、苦情 
苦情・相談対応

窓口の名称・連

絡先・対応時間 

事業所又は法人に

設置された相談／

苦情対応窓口 

上尾市上尾西地域包括支援センター 
連絡先：０４８－７７８－２７１１ 
対応時間：午前８時３０分から午後５

時３０分まで（ただし日曜日祝日及び

１２月２９日から翌年１月３日までを

除く） 
外部に設置された

相談／苦情対応窓

口 

上尾市健康福祉部高齢介護課給付適正

担当 
連絡先：０４８－７７５－６４７３ 
対応時間：午前８時３０分から午後５

時まで（ただし、日曜祝日を除く） 
国保連相談／苦情

対応窓口 
名称：埼玉県国民健康保険団体連合会 
連絡先：０４８－８２４－２５６８ 
対応時間：午前８時３０分から午後５

時まで（ただし、土日祝日を除く） 
 
６ 虐待の防止について 
 指定介護予防支援事業者は、利用者等の人権の養護・虐待の発生又はその再発を

防止するために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
（１）虐待防止に関する担当者を選定しています。 
（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果につい

て従業者に周知徹底を図っていきます。 
（３）虐待防止のための指針の整備をしています。 
（４）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

 
 
 
 
 
 
 



 
７ 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びそ

の家族に関す

る秘密の保持

について 
 

事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、

サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。 
また、この秘密を保持する義務は、契約が終了した後において

も継続します。 

個人情報の保

護について 
 

事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス

担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、

利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限

り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いませ

ん。 
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報 
が含まれる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）につ

いては、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも

第三者への漏洩を防止するものとします。 
 
８ 介護予防支援等に係る事業所の義務について 
・指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等の提供の開始に際し、あらかじめ、

利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じ

た場合には、担当職員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めます。 
・担当職員は、指定介護予防サービス事業者等から利用者に係る情報の提供を受けた

とき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬剤状況その他の利

用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを、利用者の同意を得

て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 
・担当職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医

療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主

治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めます。その場合

において、担当職員は、介護予防サービス計画等を作成した際には、当該介護予防サ

ービス計画等を主治の医師等に交付します。 
・指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援等の提供の開始に際し、あらかじめ、

介護予防サービス計画等が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであ

り、利用者は複数の介護予防サービス事業者等を紹介するよう求めることができます。 
 
９ 衛生管理等 
 指定介護予防事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げ

る措置を講じます。 



（1）指定介護予防事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検
討する委員会を概ね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従

業者に周知徹底します。 
（2）指定介護予防事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備

していきます。 
（3）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 
 
１０ 業務継続計画の策定等について 
（1）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供

を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（業務継続計画）を策定し、当該計画に従って必要な措置を講じます。 
（2）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練

を定期的に実施します。 
（3）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行

います。 
 

１１ハラスメントの対応について 

（1）指定介護予防事業所は、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職

場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって、

業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害される

ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

（2）事業者は、利用者やその家族が事業者や従業者、その他関係者に対して身体的 

暴力、精神的暴力、セクシュアルハラスメントなどのハラスメント行為を行っ 

た場合は、一定の予告期間を設けた上でサービスの利用を一時中止及び契約を 

解除することがあります。  

 

１２ 記録の整備 
 指定介護予防支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し

ます。 
 指定介護予防支援事業者は、利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、利用者との契約が完結した日から２年間保存する。 
但し、介護予防ケアマネジメントの提供に関する請求書等については、その完結

の日から５年間保存する。 
(1) 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整に関する記録 
(2) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防支援台帳 
ア 介護予防サービス計画 
イ アセスメントの結果の記録 



ウ サービス担当者会議等の記録 
エ 評価の結果の記録 
オ モニタリングの結果の記録 
(3) 市への通知に係る記録 
(4) 苦情の内容等の記録 
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
 
１３ その他運営に関する重要事項 
（1）センターは担当職員の資質向上を図るための研修の機会を次の通り設け 

るものとし、また業務体制を整備する。 
① 採用時研修 採用時６ヵ月以内 
② 継続研修 年１回以上 

  



  
令和  年  月  日 
 
 
介護予防支援等の提供開始にあたり、利用者に対して本書面及び利用契約書に基づい

て、重要な事項を説明しました。 
 
   事業所 上尾市上尾西地域包括支援センター介護予防支援事業所 
   所在地 上尾市柏座一丁目 10番 10号 
   名 称 医療法人社団 愛友会 
   説明者氏名                    
 
 
 事業所から重要な事項の説明を受け、サービスの提供について同意しました。 
 
   利用者 
   住 所 
   氏 名                      
 
 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の意思を確認のう

え、私が利用者に代わって、その署名をしました。 
 
   署名代筆者 
   住 所                
   氏 名               （利用者との関係    ）            
                               
 


